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李登輝総統の大陸政策決定モデルに関する一考察
―1998年辜汪会見を事例として―

黄　偉　修

問題の所在
第１節　李登輝政権における大陸政策決定過程の構築：国家統一委員会、陸委会、海基会
第２節　国安会を中心とした大陸政策決定過程：国安会モデル
第３節　事例研究
結論

（要約）
　本論文は、1998年に実現した台湾海峡両岸の「辜汪会見」をめぐる事例研究に基づき、李登輝初代直接民
選総統時代における台湾の大陸政策決定過程を体系化することを目的としている。初代直接民選総統の任期
中、李登輝が国家安全会議を活用し、組織的に「大陸政策」決定過程を運営したというのは従来の定説であ
るが、他方で「戒急用忍」政策および「特殊な国と国との関係」発言のような組織的調整を経ていない決定
過程も見られた。この点で、与野党やメディアから高い評価を受けた辜汪会見をめぐる政策決定は、李登輝
が組織的に決定過程の運営を成功させたモデルケースであると考えられる。本論文は、事例研究を行ったう
え、李登輝が政策提言、政策決定、政策執行のいずれの段階でも緊密な組織過程を経ていたこと、およびリー
ダーとアクターらの関係を理解するカギであるフラット組織のモデルが最も適合するものであることを明ら
かにした。

問題の所在

　本稿は、台湾と大陸における交流と交渉の窓口である台湾側の海峡交流基金会（以下海基会）

と大陸側の海峡両岸関係協会（以下海協会）のそれぞれのトップ、辜振甫・海基会理事長および

汪道涵・海協会会長によって1998年10月に行われた会見（以下辜汪会見）をめぐる四つの方針決

定の事例を検討したうえで、李登輝初代直接民選総統時代の大陸政策決定過程の体系化を試みる

ことを目的としている１。

　1995年６月、台湾の李登輝総統は米国を訪問した。これによって、大陸は台湾が「二つの中

国」を推進しようとしていると主張し、一方的に両岸の交渉を中断した。しかも、大陸は台湾近

海に向けてミサイルの発射演習と大規模な軍事演習を実施し、いわゆる1995～96年の台湾海峡危

機を引き起こした。台湾海峡危機により、日米まで巻き込まれる恐れがあり、両岸関係は、東ア

ジアにおける重要な安全保障問題の一つになったとされている２。

　その過程で両岸の交渉・接触は中断したが、1996年李登輝が初代直接民選総統に就任して以

来、台湾政府は改めて両岸の交渉回復を図るため努力するようになった。そこで、海基会と海協

会の交流が98年２月下旬から一時回復した。さらに10月には辜振甫の大陸訪問によって93年辜振

甫と汪道涵によるシンガポール会談（以下辜汪会談）以来の海基会と海協会のトップ会見が実現

し、台湾海峡危機以来の緊張関係を緩和させた。

　ところが、辜汪会見は米国が台湾へ大陸との政治交渉を行うようプレッシャーをかけたことに

よって実現されたとされている３。また、大陸がこれまで一方的に「台湾は中国の一部であり、

中国の主権と領土は分割できない」と主張していたのに対し、台湾側は、未来においては一つの
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中国を求めるが現実は二つの政治実体であると主張し、大陸の交渉・対話再開の条件を受け入れ

ていなかった４。しかし、このような米国と大陸からのプレッシャーによって大陸の主張に圧倒

されると思われたにもかかわらず、台湾は辜汪会見を実現させ、中華民国の存在および台湾にお

ける民主化をアピールするという成果を獲得した。

　次に、1993年の辜汪会談において、野党であった民主進歩党（以下民進党）はそれを批判した

だけではなく、シンガポールへの抗議さえ行った。その上、国会において辜振甫個人への批判も

行った。また、この辜汪会談においては、四つの取り決め５に調印したが、交渉のプロセスにお

いては、台湾の法的な大陸政策主管機関である大陸委員会（以下陸委会）と台湾政府の交渉代理

人である海基会が終始対立していた６。これに対し、1998年の辜汪会見の成果は台湾の与野党も

高く評価したし、そこでの政府の運営も高く評価された７。しかも、民進党は事前に辜汪会見に

参加したいと表明し、結果としては参加できなかったものの、辜汪会見に対する期待についても

発言した８。

　このように国外からのプレッシャーを受けただけではなく、かつての経験によって国内の野党

による反発および政府組織内部の対立の可能性も高かったため、台湾政府がどのように政策を立

案し、執行するのかという政策過程の運営に対する視点は、両岸関係および台湾の大陸政策に関

する研究の中で重要な位置を占めると考えられる。

　また、初代直接民選総統に当選した時の李登輝が安全保障政策についての調整および助言の機

能を持つ国家安全会議（以下国安会）を中心として大陸政策決定過程を運営したことが指摘され

ていた９。しかし、李登輝初代直接民選総統時代においても、「戒急用忍（急がず忍耐強く）」政

策および「特殊な国と国との関係」の発表のように、組織的に国安会による調整、協議を経てお

らず、李登輝の個人的な意思によるものと言われる政策決定もあった10。そのため、辜汪会見は

単なる国安会の組織的運営による結果だけではなく、李登輝が中華民国総統として、組織的に大

陸政策決定過程の運営を成功させたモデルケースだとも考えられる。

　そこで、辜汪会見をめぐる四つの方針の政策決定過程を明らかにすることによって、李登輝初

代直接民選総統時代における大陸政策の組織過程のみならず、李登輝がどのように政策過程を運

営したのかということも解明できると考えられる。さらに、モデルケースである事例を分析して

解明した結果は李登輝初代直接民選総統時代における大陸政策決定過程の政策決定モデルとして

活用ができるものと考えられる。

　しかしながら、辜汪会見についての先行研究は、政策過程ではなく、会見の成果、両岸の交渉

構造のみを重視している11。また、辜汪会見における李登輝もしくは辜振甫個人の人格的特質も

注目されたが、それらは単なる記述に留まっており、分析がされていない12。要するに、政策過

程におけるアクターもしくは中核の組織に注目した先行研究は存在しているものの、政策決定過

程における全体の運営、リーダーと組織の関係については空白になっている。しかも、従来政策

過程の視点から李登輝政権の大陸政策を分析した研究は、拙稿「李登輝総統の大陸政策決定過

程 ―『戒急用忍』を事例として」のみであるが、理論的検討が未だ十分ではない13。

　したがって、本稿の作業は、これまで空白となっていると言ってもいい李登輝政権期における
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大陸政策決定過程の研究を補うばかりでなく、今後李登輝の大陸政策決定過程の理論的分析を進

めることにも貢献することになる。

　本稿は以下の構成によって、辜汪会見をめぐる四つの方針の政策決定過程を明らかにする。ま

ず、法的および実務的側面から台湾における大陸政策の組織的決定過程を検討する。次に、従来

政策過程の研究では、政策が決定される要因に焦点が当てこられなかったとされている14。その

ため、本稿は台湾が直面した政策決定の背景要因も概観した上で辜汪会見をめぐる四つの事例を

取り上げ、その政策決定を検討する。最後に、事例研究の結果に基づき、台湾の大陸政策決定過

程におけるモデルを提起する。なお、人名に付記された肩書きは、すべて当時のものである。

第１節　李登輝政権における大陸政策決定過程の構築：国家統一委員会、陸委会、海基会

　李登輝が総統に就任した当時は、大陸はいまだ軍事闘争の対象にすぎず、台湾政府に平和的交

渉を前提とした常設の大陸政策に対処する機関は設置されていなかった。そのため、1990年、李

登輝は邱進益・総統府副秘書長の提言により、「国家統一委員会→陸委会→海基会」という大陸

政策の決定メカニズムを構築した。本節は「国家統一委員会→陸委会→海基会」モデルを中心に

検討する。

１．国家統一委員会
　国家統一委員会は、総統直属の諮問機関であり、台湾における各党派に大陸政策への合意を求

める機能を持っていた15。さらに、研究委員を置き、大陸政策に関する研究を行った16。

　国家統一委員会は大陸政策の指導原則であった「国家統一綱領」を打ち出した。しかし、本

来、国家統一委員会は法律上の根拠がなく、性格のあいまいな「国家統一委員会設置要点」に

よって設置された諮問機関であり、委員会会議は年１回程度しか開かれず、政策決定への形式的

な影響力しか持たなかった。さらに1992年８月１日、国家統一綱領に基づき、「一つの中国は中

華民国を指す」という台湾側の「一つの中国」の定義を打ち出してから、1995年４月８日、李登

輝が海峡両岸交渉の基本原則と考えた「李六項目提案」17を提案するまでの間、国家統一委員会

はほとんど会議を行っていなかった。李登輝は国家統一委員会において「李六項目提案」を示し

たが、具体的な内容はすでに完成したものであり、ただ発表の場を作るため委員会を開いたと言

われている18。ただし、研究委員は総統府の命令によって研究を行うこともあれば、主動的に政

策提言を行うこともあったため、機能はしていたという19。

２．陸委会
　国家統一委員会が大陸政策の方向性を決めた後、陸委会は政策決定機構としてそれに従い、大

陸政策を決定する。さらに、委員会会議は大陸政策に関与した各部会間の調整と政策決定などの

事務を行う。また、陸委会の顧問は委員会会議に列席することができる20。それから、各分野か

ら選ばれた諮詢委員は政策分野によって諮問会議を行い、政策決定への提言を行う21。そして、
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陸委会主任委員は行政院（内閣に相当）の閣僚として、国会である立法院に出席しなければなら

ない。

３．海基会
　1980年代に蔣経国政権が打ち出した「三不政策（（共産党とは）妥協せず、接触せず、交渉せ

ず）」によって、台湾は両岸における政府間の直接接触を避けていた。しかし、李登輝時代に入っ

た時、両岸による接触と交渉の必要があった。そのため、大陸との接触・交渉のための民間団体

である海基会を設置した。ただし、初期の主な幹部はほとんど党、政府、軍から転任させた22。

大陸もこれに具体的に対応し、海基会のカウンター・パートとなる海協会を設立し、会長に江沢

民・中国共産党中央委員会総書記の上海時代の政治的師匠にあたると言われる汪道涵・元上海市

長を任命した23。

　海基会は陸委会に委任され、大陸との交渉などの業務を行う。それをめぐる陸委会との関係

はいくつかの法律によって規定された。その要点は以下の四点にまとめることができる24。第一

に、海基会は陸委会に委託され、陸委会の監督のもとに対大陸との交渉と公証書の査証などの業

務を行う。第二に、民間レベルの機構として業務を行うが、政府によって委任されるため、必要

がある場合に立法院の監督を受ける。第三に、陸委会に指名された大陸との交渉を行う唯一の委

託機関であった。第四に、陸委会に委任されるものの、陸委会と海基会との関係は法的には必ず

しも上下関係もしくは従属関係ではない25。初代理事長は辜振甫・総統府資政（総統府における

名誉顧問職）、中国国民党（以下国民党）中央常務委員（以下中常委）であった。

　しかし、委任関係とは言ったものの、政府からの監督もあるため、陸委会と海基会の関係がど

のように位置づけられるのかはあいまいであったと言えよう。また、元々海基会は民間としての

交渉機関とされているため、大陸政策の決定過程に参与できるわけではなく、ただ交渉について

の決定過程に関与する資格があった26。そのため、海基会は政策決定過程、特に安全保障におい

ては参与が十分にできなかったとされている27。これに対し、理事長の辜振甫は国民党の党職と

総統府資政という諮問職を持っており、李登輝との関係もよかったため、直接李登輝に会って意

見を交換しただけではなく、陸委会を越えて直接総統府および行政院と話し合うことも度々あっ

た28。つまり、陸委会と海基会の組織間関係における位置づけに関しては、制度的にあいまいだっ

ただけではなく、海基会トップの政治的、社会的地位や総統との信頼関係によってさらに複雑に

なっていたものと考えられる。

４．「国家統一委員会→陸委会→海基会」の運営および問題点
　邱進益が提起した「戦略方向を決める国家統一委員会、戦術を決める大陸委員会、戦略および

戦術を執行する海峡交流基金会」29という方針は、この三つの機関による大陸政策決定過程の運

営の形を説明することができよう（図１参照）。即ち国家統一委員会が大陸政策の方向性を決め

てから、陸委会は政策決定機構としてそれに従って大陸政策を制定し、関連機関との調整を行

う。民間機関である海基会は政府に委託され、大陸政策における交渉と交流について執行すると
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いう階層性に特徴がある。辜汪会談、および1995年以前の海基会と海協会の交渉、対話をめぐる

台湾側の行動は「陸委会→海基会」によって遂行された。

図１：「国家統一委員会→陸委会→海基会」モデル

国家統一委員会
（総統府）

大方針、方向策定

大陸委員会
（行政院）
政策決定

財団法人海峡交流基金会
（民間機関）
執行

（出所）関連法律より筆者作成

　しかし、海基会が民間機関としての自主権を求めようとしていたのに対し、陸委会はその監督

機関として海基会の運営を制約しようとしていた。その結果、陸委会と海基会の間にしばしば衝

突が起き、歴代の海基会秘書長であった陳長文、陳栄傑、邱進益は辞任を余儀なくされた。この

中で、陳長文と陳栄傑は反李登輝の国民党非主流派に属していたが、総統府副秘書長から海基会

秘書長へ転任した邱進益は大陸政策決定過程メカニズムの立案者であるのみならず、李登輝にも

信頼されていた。辜汪会談においては、海基会による大陸とのコンセンサスが政府の方針を越え

たという理由で、陸委会が海基会を牽制しようとしていた。そのため、邱進益は海基会の業務責

任者として陸委会を度々批判し、海基会と陸委会の衝突を広げたとして交代を余儀なくされ、焦

仁和・陸委会副主任委員が海基会秘書長に転任した30。ここにおける邱進益の辞任は大陸政策決

定過程における組織的、制度的な問題による結果だとして注目されている31。

第２節　国安会を中心とした大陸政策決定過程：国安会モデル

　このような大陸政策決定過程における委任関係の混乱があったため、台湾政府はいろいろな調

整の形を試みた。1993年、海基会と陸委会の関係を円滑にするため、行政院副院長のもとに「大

陸工作策画小組」が設立され、陸委会と海基会の調整を行った32。しかし、それだけでは不足で、

大陸政策決定全局の調整が必要であった33。さらに、民選総統として、李登輝はその公約を実現

するため行政院を通じて政策を推進しなくてはならなかったが、憲法の規定によって総統が直

接に行政院を指揮することはできない34。そこで、李登輝が初代直接民選総統に就任した時、国

安会を調整の中心とした大陸政策決定過程の運営を始めた（以下国安会モデル）。本節において

は、国安会モデルを検討する。

１．国安会の概要
　蔣介石時代に設立された国安会は憲法の臨時条項によって成立し、総統の下で政策研究、諮

問、調整、統合という権力を有していた機構である。しかし、運営に関しての法律が整備されて

いなかったため、総統が使う「体制外の政策決定機関」と言われた35。蔣経国と李登輝はそれぞ

れが総統に就任した直後、国安会の運営に携わることを控えていた36。その後、1991年４月の最



110 日本台湾学会報　第十一号（2009.5）

初の憲法改正で、臨時条項が廃止されたため国安会はいったん法的な地位を失ったが、同じ時期

に採択された「中華民国憲法増修条文」によって再び法的地位を得た。そこで、李登輝が民選総

統に就任した後、国安会諮詢委員を任命し、正式に国安会の運営を始めた37。

　中華民国憲法によれば、行政院長（首相に相当）が最高行政機関首長である38。しかし、憲法

の改正により、国安会を通じた総統の国家安全保障政策における権限が明確化した39。李登輝時

代の国家安全会議組織法によると、国安会の議長は総統である。総統が不在の際は、副総統が議

長を務める。副総統、参軍長（総統の軍事顧問）、行政院長、同副院長、內政部長、外交部長、

国防部長、財政部長、経済部長、陸委会主任委員、参謀総長、国安会秘書長、国家安全局局長が

メンバーであるが、総統は陪席者を指名することができる。また、秘書長、副秘書長２～３人、

閣僚レベルの諮詢委員５～７人が置かれ、政策研究および助言などの業務を行う40。

　ただし、安全保障政策における総統と行政院長のそれぞれが持っている権限の関係、および安

全保障の範囲が明確に線引きされていないため、台湾では総統の安全保障政策決定への関与の度

合いがあいまいであると指摘されている41。そのため、李登輝が正式な国安会を招集した回数は

少ない42。その代わりに、「高層会議」というインフォーマルな会議を開催した。

　高層会議は総統の指示を受けた国安会秘書長が中心となり、政策分野別に関係閣僚、関係者を

召集して開催したものである。時々李登輝も自ら会議を主催し、議論に参加した43。また、総統

の命令を受けた総統府副秘書長、国安会副秘書長もしくは諮詢委員は次官会議を行い、さらなる

調整を行った44。最後に行政院は高層会議の結論に従って政策を実施した45。そして、国安会副

秘書長あるいは諮詢委員は政策提言のためのグループ会議を招集し、外部の研究者を招いて研究

を行い、総統に提言した46。

　ところが、国安会が主な政策決定の中心であるが、最終的には行政院が国安会による調整、協

議で決定された方針の法制化を整備もしくは執行することになった。そのため、陸委会主任委

員は、法的な政策決定機関の閣僚としてこのプロセスにおいても重要なポストであったと言え

る。ちなみに、李登輝時代におけるいずれの陸委会主任委員も李登輝に信頼された政治家であっ

た47。

２．国安会の運営における組織的な問題点
　国安会の運営においては、いくつかの組織的な問題点がある。まず、国家安全会議組織法によ

ると、秘書長は会務の責任者であるというが48、実際の運営においては、副秘書長と諮詢委員が

総統へ独自に政策を提言する慣行があり、秘書長に報告する責任がない49。つまり、諮問業務を

はじめ、国安会における事務の責任者である秘書長と諮問業務を担当した副秘書長と諮詢委員の

責任関係は明確に線引きされていなかった。次に、国安会の政策への関与とその度合いがあいま

いなので、憲法に規定された行政院の職権を侵害する恐れがあり、行政院からの反発を招く可能

性がある点も問題であった50。
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３．国安会モデルの概要
　以上の検討により、国安会モデルの概要を整理してみよう。台湾政府の組織に関する法律、政

権党である国民党と政府の関係に基づき、台湾の大陸政策決定過程の組織図を階層性のある官僚

制組織のように表すことができる（図２）。ところが、国安会による調整、諮問をめぐる各レベ

ルの会議の関係は図３のように表すことができる。しかも、高層会議による調整、取りまとめに

参与できるメンバーは図４に表すことができる。そのため、その形は、図１と図２のようなピラ

ミッド型の組織でなく、図４のように、トップから下への階層性が薄い組織形態に表すことがで

きる。このような特徴がある組織はフラット組織と呼ばれる51。

　フラット組織は、官僚制組織より階層が薄いため、上司との直接対話ができるようになり、情

報が早く正確に伝達されるメリットがある52。また、組織におけるアクターからの情報が組織長

に集中されるため、短時間で統合できるようになる53。そして、フラット組織では、参加した専

門家間の情報交換が官僚制組織よりスムーズにできるため、組織内部における調整と協議がしや

すくなる54。つまり、フラット組織で、組織におけるアクター達のコミュニケーションが官僚制

組織より取りやすいため、組織内秩序の維持がしやすくなるのである。

　そこで、李登輝はこのようなフラット組織の運営によって、高層会議を既存の組織関係を越え

た政策過程のコアとして捉え、自ら組織に参加したアクターと直接にコミュニケーションを取

り、調整、協議を行ったと考えられる。この運営の実態が如何なるものかについて、次節で辜汪

会見をめぐる事例によって実証したい。

図２：大陸政策決定過程の組織図（筆者作成）
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図３：国安会における各会議の関係（筆者作成）
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第３節　事例研究

１．事例１：海協会から焦仁和・海基会副理事長兼秘書長へのシンポジウム招聘
（１）政策決定の背景要因

　初代直接民選総統に当選してから、李登輝は両岸の対話再開を推進した。1996年４月29日、海

基会は海協会へ公文書を送り、海基会と海協会のトップ会談および対話再開を呼びかけたが、海

協会に拒否された。７月３日、海基会は海協会の役員会との相互訪問を海協会へ提案したが、

海協会は態度を明確にしなかった55。また、96年６月21日、ジョージ・シュワブ（George D. 

Schwab）・全米外交政策協議会（National Committee on American Foreign Policy、NCAFP） 会長

は大陸への訪問が終わった後台湾を訪ね、汪道涵がハワイで辜振甫と面会したがっている旨を辜
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振甫に伝えた。辜振甫は李登輝の許可を得てシュワブに返答を伝えたが、シュワブのもとに汪道

涵からの返事は来なかった。結局97年３月４日、シュワブから、大陸はしばらく台湾との対話が

できないとの返事が来た。また、辜振甫は97年７月の香港返還記念式典に出席した際、汪道涵と

面会するつもりであったが、大陸は汪道涵ではなく、唐樹備・海協会常務副会長を派遣した。さ

らに、都合によって香港では面会できないという汪道涵から辜振甫への伝言もあった56。

　このように大陸が台湾との対話再開を避けようとしていた流れの中で、海協会は焦仁和をアモ

イで開かれる予定のシンポジウムに参加させるように海基会に要請した。

（２）政策決定過程

　大陸は台湾との交渉をしばらく再開しないようであった。97年は大陸が香港返還や十五回共

産党大会や、全国人民代表大会をめぐる人事交代などの問題に対応しなくてはならないことか

ら、台湾問題を先送りし、98年春頃に台湾との交渉を再開するのではないかと台湾政府は判断し

た57。そのため、台湾政府は交渉が再開したらすぐ対応できるように、二回目の辜汪会談に向かっ

て関連事務を整えていた58。

　さらに、李登輝は、大陸が両岸の政治交渉を推進する可能性があるためそれに対応する準備を

整えなくてはならないと考え、曾永賢・国策顧問を中心に、張栄豊・国安会諮詢委員、張栄恭・

中央通信社副編集長兼大陸新聞部主任、蔡英文・政治大学教授、葉国興・元国家政策センター副

執行長などを召集し、政治交渉について検討するスタッフ・グループを立ち上げた59。つまり、

このスタッフ・グループを、近い将来行われるであろう両岸交渉の再開に具体的に対応するた

め、立案し、総統に提言するスタッフと位置づけ、もし状況に変化が起これば、総統は速やかに

提言に基づいて政策過程を運営し、対処を始める体制を固めたことになる。

　ここで、10月中旬、劉剛奇・海協会副秘書長から張良任・海基会副秘書長に電話で連絡があ

り、海基会は海協会がアモイで開く予定のシンポジウム参加する可能性があるかを尋ねた60。前

述のスタッフ・グループは李登輝に、辜振甫を中心とした海基会理事会が大陸を訪問するという

ことを海協会に提案しようと提言した。そして李登輝による高層会議からの指示に従い、10月下

旬海基会はこの提案を海協会に伝えた。ところが、海協会はその提案に返答せず、97年11月６

日、焦仁和をシンポジウムに招聘する公文書を海基会へ届けた61。

　そのため、李登輝は高層会議を開き、さらにこの公文書への返答についての討議を行った。参

加者らは、大陸側が一方的にシンポジウムの日程、場所、テーマを決めたことのみならず、台湾

側の参加者を指名したこと、および予め焦仁和の講演稿を審査することについて、何かほかの目

的があるのではないかと疑った62。さらに、焦仁和が台湾の戒急用忍政策を批判するシンポジウ

ムに出ることの是非も争点であった。結局、李登輝は再び前述のスタッフ・グループの提言に基

づき、辜振甫の大陸訪問を提案するようにと海基会に指示した63。

　これに対し、海協会は、段階的に海基会と海協会の交流を推進したほうがよいとして、海基会

による提案を拒否した上で、シンポジウムを取り止めた64。さらに、唐樹備は、両岸の交渉が回

復する前に、焦仁和との会談（以下焦唐会談、大陸では唐焦会談という）を優先的に行うべきだ

と明言した65。
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（３）分析

　国安会モデルからみれば、このスタッフ・グループはグループ会議にあたると考えられる。こ

の事例で、李登輝は事前に成立したグループ会議の提言を受け入れてから、高層会議を開き、結

論を打ち出した。この関係は図５のように示すことができる。しかし、筆者のインタビューにお

いて、このスタッフ・グループの存在については、行政院における閣僚レベルの関係者だけでは

なく、参与していない国安会スタッフにも事前に知らされなかったことが判明した。グループ

会議は総統に直属し、総統と少数の関係者しか知っておらず、独立性が強い政策研究タスク・

フォースであることがさらに明らかになった。

図５：グループ会議の政策への影響のプロセス（筆者作成）
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（注）矢印は政策決定の流れを示したもの

２．事例２：98年２月20日行政院長の施政報告
（１）政策決定の背景要因

　1997年９月13日、江沢民が中国共産党十五回党大会で、「一つの中国」原則の下で両岸の敵対

状態の終結についての交渉を行おうと呼びかけた。自らの権力基盤が固まった十五回党大会にお

いて、江沢民が具体的に話し合いの内容を明示したため、これは大陸が台湾との政治交渉（政治

交渉とは、当時統一交渉の前段階を意味していた）を推進するシグナルを出したものだと推測さ

れる66。

　それ以来、大陸は両岸の政治交渉を推進するためいくつかの行動をとった。まずは汪道涵の呼

びかけであった。11月17日、台湾の野党である新党との会合において、「『一つの中国』とは中華

人民共和国でもなければ、中華民国でもない。両岸の同胞が共に統一を成し遂げた中国である」、

「いわゆる『一つの中国』とは一つのまだ統一されていない中国のことであって、共に統一され

た中国に向かって邁進しなければならない」という「一つの中国」の新解釈を提起した67。また、

梁肅戎・元台湾立法院院長（国会議長に相当）との会合において、早めに「焦唐会談」と「辜汪

会談」を行うことを呼びかけた68。さらに、海協会の機関誌『両岸関係』において1998年の元旦

祝言を発表し、両岸が早めに政治交渉を始めるようにと呼びかけた69。そして、97年11月の時は

台湾側による辜振甫大陸訪問の提案を拒否したのではなく、先に焦仁和と面会を行ってから、

民間高層会談を回復させたいと述べ70、台湾との対話の再開を拒否するつもりのない立場を示し

た。

　次に、大陸の政府レベルの要人も動いた。陳雲林・国務院台湾事務弁公室（以下国台弁）主任
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は12月に香港において高清愿・統一グループ会長、国民党中常委と密会し、政治交渉における予

備交渉に関する調整を行ってから、ほかの問題についての交渉を行わせてもよいという李登輝へ

の伝言を頼んだ71。江沢民は大晦日に、台湾側は早めに「一つの中国原則」のもとに交渉を行う

という呼びかけに対応するようにと発言した72。陳雲林は、海基会と海協会による協議において

衝突のあった根深い問題は既に深く政治問題に抵触し、政治問題に触れなければ事務的交渉も実

質的な進展は得にくいと述べ、政治交渉を呼びかけた73。

　そして、大陸は米国を通じても台湾にメッセージを伝えた。ウィリアム・J・ペリー（William 

J. Perry）・元国防長官とブレント・スコウクロフト（Brent Scowcroft）・元国家安全保障担当大

統領補佐官などの米国における安全保障問題の元政府関係者を中心とした視察団が台湾を視察し

た。その際、台湾訪問に先立ち、大陸を訪ねた時に、大陸の高官が無条件で対話を再開したいと

ペリーたちに伝えたことを、ペリーは張京育・陸委会主任委員に対して述べた74。

（２）政策決定過程

　海協会の焦仁和に対するシンポジウム参加の要請によって、李登輝は両岸の対話と交渉再開の

可能性を見通し、11月14日国安会の下において両岸関係策略グループ75（以下策略グループ）を

立ち上げた。メンバーは、丁懋時・国安会秘書長、黄昆輝・総統府秘書長、林碧炤・国安会副秘

書長、張栄豊、曾永賢、蘇起・総統府副秘書長、殷宗文・国家安全局局長、行政院副院長（章孝

厳、のち劉兆玄）、張京育、胡志強・外交部長であった76。これは、国安会秘書長を中心に、総

統府、国安会、行政院閣僚による閣僚レベルの調整、協議グループであった77。策略グループの

成立によって、台湾政府は大陸からの政治交渉の攻勢に対して体勢を整えたと言えよう。ここ

で、台湾側の反撃が始まった。

　まず、李登輝が第五回国家統一委員会第一次会議における講演で海基会と海協会の交渉再開を

呼びかけた78。

　さらに、象徴的かつ実質的意義を考えた上で、策略グループは蕭萬長・行政院長に、台湾政府

において最も正式な態度表明の場の一つである立法院における行政院長の施政報告で重要な発表

を行わせた79。98年２月20日、蕭萬長は施政報告で、「私は、第二回辜汪会談は海峡両岸の平和

の強化および国家の民主統一への起点になるものと認識している。一歩一歩対話を進めていき、

とくにこれまでの交流において発生している両岸人民の権利と利益に影響を与える問題は、双方

合意のうえ協議の優先事項とすべきである」と明言した80。

　この報告には二つの意味がある。第一に、本来、両岸の間における多くの問題は政治が絡んで

いる。そのため、大陸が「これまでの交流において発生している両岸人民の権利と利益に影響を

与える問題は、双方合意のうえ協議の優先事項とすべきである」という箇所を「台湾は政治交渉

を受け入れた」と解釈できるのに対し、台湾はそれを「事務的交渉の再開」に留めたと解釈でき

る。第二に、台湾政府は、このような各自別な解釈ができる内容によって辜振甫の大陸訪問への

道を開こうと考えていた81。つまり、台湾側は大陸側の解釈に関して関知、および肯定もしくは

否定もせず、ただ交渉が前進すればいいと考えていた。

　そこで２月24日、海協会は海基会に、辜振甫の大陸訪問を歓迎し、政治交渉における予備交渉
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を行うついでに経済的、事務的交渉を再開するという公文書をファックスによって送った。これ

は1995年７月海協会が両岸の対話、交渉を中止して以来はじめて正式な公文書を送り、対話再開

の意欲を示したものであった。

（３）分析

　この事例は高層会議レベルの策略グループが指導力を発揮したものであろう。また、関係者ら

は、蕭萬長の報告によって大陸は正式に態度を示したと評価した82。

　しかし、策略グループの決定に参与していない行政院長は法的には最高行政機関首長であるも

のの、この事例において執行者のように見えた。さらに、陸委会主任委員は大陸政策主管機関の

首長であるものの、この調整プロセスにおいては単なる一人の参加者に過ぎなかった。また、総

統府のスタッフと諮問職、国安会の諮問スタッフが策略グループの中で合わせて７人いた。これ

に対し、党の幹部はこの調整グループに入っていなかった。すなわち、策略グループは総統府が

イニシアチブを握ったものであると言えた。

３．事例３：海基会をめぐる人事調整－秘書長人事を中心に
（１）政策決定の背景要因

　前述の邱進益の秘書長交代は代表的な事例であるが、陸委会と海基会の衝突は派閥によるもの

だけではなく、組織・機能的立場の相違も反映していたとされている。ここでは台湾政府のその

対処について検討する。

（２）政策決定過程

　大陸の政治交渉の開始を対話再開の条件として要求するという態度がさらに明らかになってき

たため、策略グループは、前述の事例における行動だけではなく、大陸政策決定と執行のメカニ

ズムにおける人事を徹底的に調整しないと、新たな状況に対応できないと提案した。そこで、総

統の裁決に従い、焦仁和を僑務委員会主任委員（華僑事務を担当する閣僚）に転任させ、許恵

祐・国民党中央秘書処主任を海基会副理事長兼任秘書長に転任させることになった83。

　本来、行政院は許柯生・陸委会副主任委員を海基会秘書長と兼任させる計画を練っていた。し

かし辜振甫は、この提案が海基会理事会における民間人理事からの批判を招きかねないことを配

慮し、改めて許恵祐を支持した。また、許柯生が陸委会副主任委員として海基会秘書長を兼任す

れば、両岸が政府間の公式的な交渉となるが、当時の情勢からみれば公式的な交渉の段階に入る

のはまだ早いという台湾政府の配慮もあった。そのため、行政院は許恵祐の人事を受け入れたの

である84。

　一方、立法院が「受託処理大陸事務財団法人監督条例草案」を修正したことによって、陸委会

の官僚の海基会における兼職は承認されることになった85。すぐ詹志宏・陸委会企画処処長を海

基会副秘書長に、謝福源・陸委会法政処副処長を海基会法律処処長に兼任させたのはこの背景に

よるものであった。このような調整は、海基会と陸委会の実質的一体化が進んだことを意味し、

後に「海陸一家」と言われるようになった。

（３）分析
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　このような人事調整は、最初から海基会には交渉の人材もしくは台湾政府のトップに信頼され

る人がいないからなのではないかとマスコミに批判された。また、焦仁和の交代はトップが彼の

交渉態度を信用しなくなったことによる結果だとされている86。

　しかし、このような調整は、政策決定機関とされている陸委会と政府の代わりに現場において

政策を執行する海基会との統合が行われたことを意味したと言えよう。要するに、これはかつて

起こった陸委会と海基会における委任関係をめぐる衝突を避けるため、台湾政府が陸委会と海基

会の人事統合を行った結果、海基会が民間機関としての政府代理人から、委託人である陸委会と

ほぼ一体化したということである。また、陸委会副主任委員が海基会秘書長を兼任するという提

案が反対されたのは、政治交渉の段階に入るかどうかについて、台湾においてまだコンセンサス

ができていなかったと言える。

４．事例４：辜汪会見における各目標の決定過程
（１）政策決定の背景要因

　前述のように、辜汪会見を行う前に、台湾は、大陸および米国からのプレッシャーを受けてい

た。このように当事者以外の国際的なプレッシャーもあったため、辜汪会見における台湾の課題

は、両岸関係における自らの立場をどのようにアピールするかということだったと言えよう。そ

こで、台湾政府は「民主」と「対等」を辜汪会見のスローガンとして、民主主義および中華民国

の主権が中華人民共和国に属さないという会見方針によって台湾の存在をアピールした。ここで

はその会見方針の決定過程を分析する。

（２）政策決定過程

　①「民主主義の宣伝」の決定過程

　1998年10月18日、辜振甫および許恵祐、張栄恭・国民党大陸工作会主任、詹志宏の海基会訪問

団のメンバーは北京の釣魚台国賓館において江沢民と面会した。面会において、辜振甫が台湾の

民主化の成果を提起し、江沢民と議論した。江沢民は大陸での直接民主主義の推進は無理である

と反論したものの、台湾の民主化の成果に反論しようとしていなかった。この内容は実質的に民

主の意義を議論したとされているため、面会はジャーナリストらに評価された87。

　ところが、民主主義の宣伝については策略グループで裁決されていなかった。民主主義を宣伝

する方法の中には、汪道涵に年末の選挙の視察を要請することがあったが、外交部は汪道涵が選

挙視察の時ほかの政党の候補を応援すると国民党に悪影響を与えるかもしれないことを憂慮し

た。陸委会は汪道涵の台湾訪問における目的を設定しないほうがよいと考えていたが、これに対

し、海基会は台湾における民主化の成果を目立たせる方が大切だと主張した。合意できなかった

ため、この提案は策略グループで裁決されなかったのだが、李登輝が大陸訪問において「民主」

を打ち出すことを支持したため、この計画は復活した88。

　②「ポツダム宣言の提起」の決定過程

　国安会のスタッフは、ポツダム宣言によって、台湾が中華民国に帰属した事実を明らかにする

ことができるということを、辜振甫に発言させようと策略グループで提言した89。そこで、10月
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14日の第一回の「辜汪会見」において、汪道涵が前述の「一つの中国」の新解釈を提起したのに

対し、辜振甫はポツダム宣言を提起し、台湾の主権は中華民国に属することをアピールし、大陸

の主張に反論した。

　だが、ポツダム宣言およびそれを明言する時機は事前にすべての訪問団メンバーに知らせたわ

けではない。どのレベルまでこの提案について知っていたかについて、筆者は訪問団メンバーに

インタビューを行ったが事前に知っていたという証言は得られなかった90。さらに、ポツダム宣

言提起の提案は、蔡英文が座長として、のち「特殊な国と国の関係」を提案したグループ会議レ

ベルの「強化中華民国主権国家地位」研究プロジェクト（以下主権プロジェクト）による成果で

あったという91。そのため、恐らく事前に詳しいことを知っていたのは辜振甫、許恵祐、蔡英文

のみだったと考えられる。

（３）分析

　訪問団の会見方針は、国安会による工作レベルの次官会議が計画草案をまとめてから策略グ

ループを通じ、国安会秘書長を経て総統に上げられた。総統が承認してから、秘書長は高層会議

を開き、総統の承認に従って閣僚レベルの調整を行った。その調整がさらに総統に承認されて

から、国安会は細かいところを陸委会および海基会に計画させた92。このような国安会が中心と

なった決定プロセスを図６とすることができる。この決定プロセスにおいて、陸委会は法的な主

管機関ではあるが、主任委員が高層の調整に参加したと言っても、決定機関としてただ低レベル

の政策決定に関与したにすぎない。そのため、前述で提起した調整の機能だけではなく、陸委会

の決定機関としての機能も低下していたと考えられる。また、国安会が調整と協議の役割を担っ

たため、国安会のスタッフは、主管機関である陸委会より主導的立場にあったようであった。さ

らに、ポツダム宣言の研究については同時に運営されているグループ会議からの政策提言であっ

た。これは、訪問団の会見方針に関する提言、調整、協議以外に、李登輝は同時に政策研究を行っ

ているグループ会議に関連分野の提案を提出させたと考えられる。そして、民主主義の提案が復

活したことからみれば、策略グループは調整の中心であったが、重要な決定については総統の裁

決に従うことになっていたことも明らかになった。また、ポツダム宣言の提案を一部のメンバー

にしか知らせなかったため、重要な提案は次官会議による調整がなかったとも考えられる。

　次に、表１のように、訪問団メンバーは国家統一委員会の肩書を持つ人物が多く含まれてい

る。しかもリストの序列（表１参照）が図１の大陸政策の決定メカニズムによる順位で決められ

たとされていたので、国家統一委員会の関与が大きかったという印象がある93。しかし、実質的

には国家統一委員会の関与はかなり少なかったようだ94。康寧祥・国家統一委員会委員、監察委

員をはじめ、一部の国家統一委員会メンバーさえこれまでの決定過程に参加していなかったにも

かかわらず、急遽訪問団に入ることが通知された95。しかも職位からみれば、政策決定に参与し

た張栄恭、蔡英文はそれぞれに国家統一委員会と陸委会の諮問職を持ってはいるが、それは政策

に関与する正式な職権ではない。また、政策決定の参与ルートからみれば、張栄恭は政策決定に

参与したが、国家統一委員会のルートではなく、国安会のルートによって参与し、民主化提起に

ついての立案に関わった96。そして、蔡英文は主権プロジェクトの座長でもあるし、国安会によ
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る交渉再開の政策決定への関与も深かった97。そのため、恐らく政府間の公式的接触と思われる

ことを避けようとするため、李登輝は、大陸政策および辜汪会見において話し合うテーマの政策

決定に深く参与したスタッフの中から、政府における政策に関与する正式な職権を持っていない

張、蔡を選んだと考えられる。

　そこで、主な訪問団メンバーの構成は、辜汪会見の内容についての国安会による調整と取りま

とめなどのプロセス態勢を反映していたと考えられる。台北との連携ができない場合に備えて、

辜振甫と許恵祐を中心に、李登輝のスタッフおよび国際政治と国際経済の専門家によって適切に

対応を判断できる態勢を整えていたと推測できる。実際に蔡は正式な会談であった二回目の辜汪

会見、張は江沢民との面会に参与した（表２参照）。換言すると、いずれの場でも如何なる状況

があったとしても、その対処は李登輝の意向を反映し行われたと考えられる。さらに、国家統一

委員会はすでに実質的に政策への影響力がなく、象徴的な地位しかなかったことが知られている

が、研究委員における諮問の機能も国安会より低下していたことも以上の分析によって明らかに

なった。

図６：辜汪会見における国安会を調整の中心とした政策決定のプロセス（筆者作成）
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表１：1998年海基会大陸訪問団正式メンバーリスト

名　前 職　位（当時）
辜振甫 海基会理事長（国民党中常委、総統府資政）
許恵祐 海基会副理事長兼秘書長
康寧祥 国家統一委員会委員（監察委員）
張栄恭 国家統一委員会研究委員（国民党大陸工作会主任）
鮑正綱 陸委会主任秘書
呉栄義 国家統一委員会研究委員（台湾経済研究院院長）
包宗和 国家統一委員会研究委員（台湾大学政治学科主任）
詹志宏 陸委会企画処処長兼海基会副秘書長
劉德勳 陸委会法政処処長
蔡英文 陸委会諮詢委員（政治大学教授）
謝福源 陸委会法政処副処長兼海基会法律服務処処長
何武良 海基会法律服務処科長

（出所） 『辜汪会談与辜汪会晤』（台北、財団法人海峡交流基金会、2001年）、75頁；当時の新聞
記事より筆者作成
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表２：1998年海基会大陸訪問団の参加者が制限された会合の台湾側参加者

日程、出来事 参　加　者
10月15日辜汪二回目の会見 辜振甫夫婦、許恵祐、呉栄義、包宗和、詹志宏、蔡英文
10月18日辜振甫・江沢民会見 辜振甫、許恵祐、張栄恭、詹志宏

（出所） 『辜汪会談与辜汪会晤』（台北、財団法人海峡交流基金会、2001年）、76-82頁；当時の新

聞記事より筆者作成

結　論

　これまでの分析によって明らかになったように、辜汪会見においては、台湾政府の重要なス

タッフと閣僚が国安会を中心とした調整に参加した。また、総統府、行政院、与党の提言のみ取

り上げるという単純な政府内部の政策決定に比べ、グループ会議によって政府外部の提言を広汎

に取り上げ、大陸政策決定過程の閉鎖性を避けることができたことが、与野党が共に成果を評価

した理由であろう。つまり、国安会を政策決定の調整、協議の中心としてうまく運営したこと

で、台湾政府の大陸政策における組織的運営は円滑になったと言える。そして、国安会が調整の

中心部門となったため、国安会のスタッフは主管機関である陸委会より主導的立場にあったよう

であった。しかし、93年のような政府機関と政府代理人としての民間機関の対立がなくなった要

因は、海基会と陸委会の一体化にあるとも考えられる。しかも、全体からみれば、最も重要な特

徴は、トップリーダーである李登輝が、政策過程における起案者、最終決定者、調整者だけでは

なく、提言、政策形成、政策決定、政策執行の段階に参与したアクターとのコミュニケーション

を非常に密接に行ったことであると考えられる。

　そこで、これまでの検討に基づき、国安会モデルのプロセスを図３から、トップリーダーが各

段階のアクターとのコミュニケーションが密接である図７のように精緻化することができる。さ

らに、高層会議を中心に、組織におけるリーダーと構成員の関係を検討する。図４に今までの分

析を加えてみると、その関係は図８のようなフラット組織のモデルであることがわかった。この

ような国安会によるフラット化の運営によって、辜汪会見をめぐる政策形成と政策決定の段階

で、李登輝はすべての調整、協議により関与できるようになり、政策形成、決定、執行のプロセ

スのいずれのレベルにおける状況をも把握することができた。要するに、総統がすべての段階に

関わっていただけではなく、主なアクターとの密接な関係も、国安会と行政院の職権争い、およ

び国安会内部の権限関係などの問題が辜汪会見において起こらなかった要因だと考えられる。

　しかも、ほかの政策分野でもいずれのレベルにおける会議が存在し、フラット化の関係によっ

て李登輝に密接していたと考えられる。また、政府外部の研究者が国安会グループ会議によって

政策提言に参与することができたため、政府および外部研究者が提言した内容は李登輝に集中し

た。なぜなら、ポツダム宣言について提案したのは、主権プロジェクトにも参与した策略グルー

プのメンバーだからである98。そこで、策略グループのメンバーのみならず、政策過程における

ほかの個人は、異なった政策分野のフラット組織の関係によって李登輝と密接な関係を持ってい
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たと考えられる。つまり、政策決定に関与する個人は参加するフラット組織が多ければ多いほ

ど、李登輝と直接接触し、コミュニケーションをとる機会が多くなるのである。

図７：国安会モデルのプロセス（筆者作成）
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（注）矢印は上下関係を示すものではない。国安会秘書長は議長にあたる。

　このようなトップリーダーが政策決定過程における組織的調整に極めて密接に参与した理由

は、国安会による政策提言と調整のスタートが総統から発していたことにあるが、政策決定に必

要な時間も一つの要因であると考えられる。辜汪会見をめぐるいずれの事例も緊急な対応もしく

は危機管理ではないため、李登輝は国安会モデルによって対応する時間が十分にあったからであ

る。また、党主席（党首）でもあり、総統でもあることによって国安会モデルによって、政府、

党の統括がしやすくなったと考えられる。そのため、辜汪会見のようにトップリーダーが政策決
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定の各段階における組織的な調整に密に携わったケースは、恐らく政策決定論の事例においても

極めて珍しいものであると言えよう。

　しかし、辜汪会見のような国家主権と安全保障に関する重大テーマでなければ、トップリー

ダーがそこまで積極的に関与するとは限らない。さらに、フラット組織のデメリットと言えば、

情報が組織長に過度に集中するため、コミュニケーションがよくなればなるほど、組織長の負担

が増大する99。したがって、もし李登輝があるテーマの政策決定に積極的に関与しようとしない

状況があるとすれば、政策過程では前述のような権限関係をめぐるトラブル、もしくは混乱が起

こりやすいと考えられる。この点だけではなく、これから本稿が提示したモデルによってほかの

事例を実証することが、李登輝初代直接民選総統時代における大陸政策決定過程の研究をさらに

進展させるための課題に違いない。
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